
第5章 	若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
公的年金制度は、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまか
なう世代間扶養の仕組みにより運営されており、賃金や物価の伸びなどに応じてスライド
した年金を終身にわたって受けることができるという特長を有している。
現在では、国民の約3割（約3,942万人（2012（平成24）年度））が公的年金を受給
し、高齢者世帯の収入の7割を公的年金が占めるなど、国民の老後生活の柱としての役割
を担っている。

	 第1節	 持続可能で安心できる年金制度の運営

	1	 公的年金制度の最近の動向について
（1）公的年金制度を巡る最近の議論について
1社会保障・税一体改革における年金関連4法の成立とその着実な実施
社会保障の機能を強化するとともに、全世代を通じた国民の安心を確保し、持続可能な
社会保障制度の構築を目指すための社会保障・税一体改革が行われている。公的年金制度
についても、改革の一環として、2012（平成24）年に以下の4法＊1（以下「年金関連4
法」という。）が成立した。
年金関連4法については、2013（平成25）年10月1日より、順次施行されているとこ
ろである。2013年10月からは、国年法等一部改正法の一部施行により、特例水準の解
消＊2が2015（平成27）年4月にかけて行われることとなった。また、2014年4月1日か
らは、年金機能強化法の一部施行により、基礎年金国庫負担割合2分の1の恒久化＊3、遺
族基礎年金の父子家庭への拡大＊4、産休期間における厚生年金保険料の免除＊5等が行われ
ている。
さらに、消費税が10％に引き上げられる税制抜本改革の施行時期に合わせ、2015年
10月から年金生活者支援給付金法の施行による、低所得者等への支援給付金の支給、年
金機能強化法の一部施行による受給資格期間の短縮＊6が予定されている。また、2015年
10月には被用者年金一元化法が施行され、さらに2016（平成28）年10月の年金機能強
化法の一部施行による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が行われることになっ
ており、今後は、これらの着実な実施のための措置を講じていく。
＊1	 年金関連4法の法律名は下記の通り。
	 ・	公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成24年法律第62号）（以下「年

金機能強化法」という。）
	 ・	被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号）（以下「被用者年金一元化

法」という。）
	 ・国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成24年法律第99号）（以下「国年法等一部改正法」という。）
	 ・年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成24年法律第102号）（以下「年金生活者支援給付金法」という。）
＊2	 2000（平成12）～2002（平成14）年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた。その結果、2013

年9月時点において、本来の年金額より2.5％高い水準（特例水準）の年金額が支給されている状況であった。国年法等一部改正法によ
り、年金財政を安定化し、現役世代である将来の年金受給者の年金額を確保する観点から、2014（平成26）年4月までに2％の特例水
準が解消された。

＊3	 2014年度以降、消費増税（8％）により得られる税収を活用し、基礎年金の国庫負担割合2分の1を恒久化。
＊4	 遺族基礎年金の支給対象は、これまで「子のある妻」または「子」となっていたが、2014年度より、妻を亡くした「子のある夫」も支

給対象となった。
＊5	 2014年度より、産前産後休業中の保険料免除が実施されている。なお、産前産後休業後に職場復帰した場合は、その後3ヶ月間の給与

の平均額での標準報酬月額の改定等が実施されている。
＊6	 老齢基礎年金の受給資格期間を、25年から10年に短縮する。

平成26年版　厚生労働白書 359

第2部　現下の政策課題への対応

第
5
章

若
者
も
高
齢
者
も
安
心
で
き
る
年
金
制
度
の
確
立



2社会保障制度改革プログラム法に規定された課題
2013年8月6日にまとめられた社会保障制度改革国民会議報告書を踏まえ、第185回
臨時国会において、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法
律案」が10月15日に提出され、12月5日に成立、13日に公布、施行された。その中で、
公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組みを更に進め、社会経済情勢の変化に
対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、今後
の検討課題として、
①マクロ経済スライドに基づく年金給付の額の改定の在り方
②短時間労働者に対する厚生年金保険や健康保険の適用範囲の拡大
③高齢期における職業生活の多様性に応じ、一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り方
④高所得者の年金給付の在り方や公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し
等が掲げられたところである。

（2）財政検証について
年金制度では、少なくとも5年に1度、将来の人口や経済の前提を設定した上で、長期
的な年金財政の見通しを作成し、給付と負担の均衡が図られているかどうかの確認である
「財政検証」を行っている。2004（平成16）年改正以前は、給付に必要な保険料を再計
算していたが（「財政再計算」と呼ぶ）、2004年改正により、保険料水準を固定し、給付
水準の自動調整を図る仕組みの下で年金財政の健全性を検証する現在の財政検証へ転換し
た。
2014（平成26）年にも財政検証が行われることとなるが、経済前提については、社会
保障審議会年金部会の下の経済、金融の専門家からなる専門委員会における議論を経て設
定した。平成21年財政検証では3通りの経済前提を設定したが、今回は幅を広げて8通
りのケースを設定することとした。また、平成26年財政検証では、社会保障制度改革国
民会議の報告書やプログラム法に明記された年金制度の課題の検討に資するような検証作
業（オプション試算）を行うこととされていることから、「保険料拠出期間と年金を受給
する年齢について様々なヴァリエーションを設定した場合」等、さまざまなオプションを
設定して財政検証を行うこととしている。
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財政検証は、公的年金財政の健全性を検証
する仕組みであり、少なくとも5年に一度行
うことが法律で義務付けられている。この財
政検証では、5年ごとの実施時点での最新
データを用いて、今後の人口の変動や経済の
動向などの諸前提を設定し、将来にわたる長
期間の年金財政の収支見通しを作成してい
る。以下では、財政検証の現場を具体的に見
ていきたい。
将来のシミュレーションを行う際には、始

めに推計を開始する年度における実績をとり
まとめて「初期値」を設定している。この初
期値には、現時点における現役世代の加入者
数や賃金、高齢世代の受給者数や年金額さら
に積立金額などが含まれる。さらに、将来、
現役世代が高齢者になったときの年金額を計
算するため、過去の年金の加入期間や報酬累
計なども必要となるので、これらも初期値と
して設定する。
次に、初期値として設定した数値が将来ど

のように変化していくかを1年ずつ推計して
いく。このときに必要となるのが、ある年度
からその翌年度の間にどのように変化するか
の前提である。例えば、人口はどのように変
化するのか、賃金はどれだけ上昇するのか、
新たに年金受給を開始する人がどれだけ発生
して、年金受給者がどれだけ失権するのかな
どである。この中で特に影響が大きく重要な
のが「人口の前提」と賃金上昇率などの「経
済の前提」である。人口の前提については、
社会保障人口問題研究所において人口学の専
門家により作成された将来推計人口を用いて
いる。我が国は国民皆年金であるから、全国
民が加入する国民年金の将来の加入者数や受
給者数は、この人口推計で基本的に決定され
ることになる。経済の前提については、経
済、金融の専門家で構成される専門委員会に
おいて設定している。その他にも、障害年金
や遺族年金が毎年どの程度発生し、どの程度
失権するのかなどの様々な前提がある。これ
らは、過去の事業実績を基に、他の統計デー
タとの整合性や妥当性を検証した上で設定し
ている。

老齢厚生年金の失権率
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このように、初期値と毎年の変化を記述す
る様々な前提を設定し、前提と年金の制度に
従って翌年の賃金や年金額などを1年ずつ計
算していくのである。
さて、一年一年シミュレーションを行うた
めには、膨大なデータを処理することが必要
となる。そのため、特別な場所に専用の高速
かつ大容量のコンピュータを設置している。
しかし、実際の作業はこの専用コンピュータ
の前では行ってはいない。基礎となるデータ
を一度読み込んでしまえば、厚生労働省の執
務室にある個人個人の通常のパソコンを専用
コンピュータに接続することにより作業がで
きるからである。様々な前提データの投入も
処理の命令もパソコンを通して行うことでデ
スクに居ながら作業を行っている。また、コ
ンピュータにシミュレーションを行わせるた
めには、計算方法や手順を全てプログラミン
グ言語を使って記述する必要がある。具体的
には、C言語やFortranといったプログラミ
ング言語を使っている。また、年金額などの
計算は、当然、年金制度の仕組みに沿った計
算規則をプログラミング言語で記述する必要
がある。したがって、年金制度が改正される
と、それを正しくシミュレーションモデルに
反映するためにプログラムの改修が必要にな
る。例えば、今回の平成26年財政検証では、
被用者年金の一元化などの制度改正を盛り込
むためにプログラム改修を行った。

財政検証作業の現場についてコラム
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（3）年金積立金の管理・運用
1年金積立金の管理・運用の考え方
年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を年金給付に充てずに積み立
て、積立金として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の年金給付に
充てることにより、年金財政を安定化させているものである。年金積立金の運用は、年金
給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減するため、これに対応した実質的な運用
利回り（名目運用利回り－名目賃金上昇率）を最低限のリスクで確保することが重要であ
る。この年金積立金は、厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理
運用独立行政法人（以下「管理運用法人」という。）に寄託することにより管理・運用さ
れている。
管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的な資産
の構成割合（基本ポートフォリオ）を含む中期計画や、運用の具体的な方針を策定し、こ
れらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資することにより、管理・運用を
行っている。これらの資産運用は、管理運用法人による自家運用のほか、管理運用法人か
ら公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関（信託銀行や投資顧問会社）に
委託して行っており、管理運用法人は、その運用受託機関の選定、運用状況などについて
の評価、その結果に基づく解約などの、運用受託機関の管理を行っている。

2直近の運用状況について
管理運用法人における年金積立金の運用状況については、長期的な観点から見ることが

プログラムの例
/***************************************
*                                  *
*        ＳＮＡＰＳ  メイン        *
*                                  *
*                                  *
***************************************/

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include "snaps.h"
#include "mseid.h"
#include "mcntl.h"
#include "mfile_open.h"
#include "mecon.h"
#include "mkisoritu.h"
#include "mkisosu.h"

int main()
{
	 // 変数宣言
	 int nendo;
	 int shubetu;
	
	 using namespace std;
	
	 // メインルーチン
	
	 VersionConfirm();
	 cout << "start" << endl;
	 cntl();
	 file_open();
	 cout << "file open" << endl;
	 seid();
	 econ();
	 cout << "econ" << endl;
	 zero();
	 waku();

以上のようにして、100年間の状態をシ
ミュレーションし、毎年度の収入、支出や積
立金などを計算することにより、年金財政の
将来見通しを作成しているのである。
このように作成した将来見通しであるが、

「100年も予想通りいくのか」と思われるか
もしれない。当然、シミュレーションを行う
に当たっては、将来について様々な仮定をお
いているので、時間が経つにつれて実績は仮
定から乖離していく。このため、少なくとも
5年ごとに最新のデータを用いて諸前提を見
直した上で、現実の軌道を出発点として新た
な財政検証を行うこととしているのである。
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必要であるが、透明性を確保する観点から、四半期ごとに公表を行っている。直近では、
2013（平成25）年度第3四半期（10月から12月まで）の運用状況が公表されており、
2013年4月から12月までの通期で収益率は約9.5％、収益額は約11.2兆円の黒字となっ
ている。なお、年金積立金は、管理運用法人が行う管理・運用の他にも、その一部を年金
給付等の資金繰り上必要な資金として年金特別会計において管理し、短期的な財政融資資
金への預託による運用を行っている。それを合わせた年金積立金全体の運用実績に関して
は、厚生労働大臣が自主運用を開始した2001（平成13）年度から2012（平成24）年度
までの累積の収益率は名目賃金上昇率を平均で約2.8％上回っており、年金積立金の運用
は年金財政に貢献していると言える。

図表5-1-1 年金積立金の運用実績（2001年度以降（自主運用開始））

（2001年度から2012年度までの累積）
　・累積収益額 約36.4兆円
　・平均収益率（過去12年間） 2.26％
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3最近の年金積立金の運用に係る議論等について
年金積立金を含む公的・準公的資金については、「日本再興戦略」（2013年6月14日閣
議決定）に基づき、内閣官房における「公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化
等に関する有識者会議」（以下「有識者会議」という。）において、運用等に係る横断的な
課題について議論が行われ、2013年11月20日に提言が報告された。
管理運用法人については、有識者会議の提言も踏まえ、「独立行政法人改革等に関する
基本的な方針（2013年12月24日閣議決定）において、中期目標管理型の法人とするこ
と等とされており、この閣議決定を踏まえ、2014（平成26）年3月25日には、高度で
専門的な人材を確保する等の観点から、管理運用法人の中期目標及び中期計画を変更し、
管理運用法人における人員数・給与水準・経費等の制約を弾力化している。
また、2011（平成23）年10月より、社会保障審議会年金部会の下に「社会保障審議
会年金部会年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会」を設
け、有識者会議の提言も踏まえ、年金積立金の運用のあり方等についても議論が行われ、
2014年3月に報告書が取りまとめられた。なお、管理運用法人の運用等については、有
識者会議の提言も踏まえ、国内外の公的機関投資家と共同でのインフラ投資の開始、
2014年4月以降発行規模や市場動向を見ながら物価連動国債の購入、スマートベータ型
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アクティブ運用の開始、新たなベンチマークの導入、J－REITの採用等の取組を実施し
ており、今後も、安全かつ効率的な年金資金運用の性格に即し、必要な見直し等を行って
いく。

	2	 企業年金制度の最近の動向について
（1）厚生年金基金制度の見直し
厚生年金基金の財政等を巡る問題を踏まえ、厚生労働省では、2012（平成24）年4月
より有識者会議や専門委員会等において、厚生年金基金等企業年金制度の今後の在り方に
ついて検討を行い、2013（平成25）年4月に、厚生年金基金の早期の解散を促すための
特例的な解散制度の導入や他の企業年金制度への移行を促進するための措置等を行うこと
を内容とする「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部
を改正する法律（以下「健全化法」という。）案」を国会に提出し、6月に成立・公布さ
れた。
健全化法成立後は、9月に社会保障審議会のもとに設置した企業年金部会における議論
や関係者等からの意見を踏まえた健全化法施行のための政省令等を3月に公布した。健全
化法及びその政省令等は2014（平成26）年4月1日より施行される。

（2）今後の企業年金制度についての議論
少子高齢化が進展する中で、老後の所得保障をより安定的なものにしていくためには、
公的な年金に加えて、企業や個人の自助努力による企業年金を充実させていくことが重要
である。平成26年度税制改正大綱においては、企業型確定拠出年金の拠出限度額の引き
上げなどが認められたところであり、こうした税制上の措置により企業年金の普及・促進
を図るとともに、労使合意や個人の選択に応じて様々な選択肢が提供できるよう更なる規
制緩和等にも取り組んでいく必要がある。厚生労働省では、本年春以降、企業年金部会に
おいて、確定給付企業年金・確定拠出年金等の上乗せ年金の在り方や制度改善について議
論を行っていくこととしている。

	3	 国際化への対応
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両
国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で社会保障協定の締
結を進めている。2000（平成12）年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2014
（平成26）年1月のハンガリーとの間の協定に至るまで、現在、欧米先進国を中心に15
カ国との間で協定が発効している。また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴
い、新興国との間でも協定の締結を進めている。インドとの間の協定について、2013
（平成25）年12月に我が国の国会で承認されたほか、フィリピン及びトルコとの間でも
協定の締結に向けた政府間交渉等を行ったところである（図表5-1-2）。
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図表5-1-2 社会保障協定の締結状況

発効済み
署名済み
政府間交渉中
予備協議中等

（1）発効済み 15カ国

（2）署名済み 2カ国

（3）政府間交渉中 4カ国

（4）予備協議中等 4カ国

2014年3月末現在

ドイツ　　　　　2000年 2月発効

大韓民国　　　　2005年 4月発効
カナダ　　　　　2008年 3月発効

スペイン　　　　2010年12月発効

イタリア　　　　2009年 2月署名

スウェーデン　　2011年10月第1回政府間交渉実施
ルクセンブルク　2011年 2月第2回政府間交渉実施

アイルランド　　2010年12月発効英国　　　　　　2001年 2月発効

アメリカ　　　　2005年10月発効

フランス　　　　2007年 6月発効

オーストラリア　2009年 1月発効

フィリピン　　　2013年 9月第1回政府間交渉実施

オーストリア　　2012年10月第3回当局間協議実施 スロバキア　　　2011年11月第3回当局間協議実施

中国　　　　　　2012年 3月第3回政府間交渉実施

トルコ　　　　　2013年11月第5回作業部会実施

ベルギー　　　　2007年 1月発効
オランダ　　　　2009年 3月発効
チェコ　　　　　2009年 6月発効

スイス　　　　　2012年 3月発効
ブラジル　　　　2012年 3月発効

インド　　　　　2012年11月署名

フィンランド　　2013年12月第3回当局間協議実施

ハンガリー　　　2014年 1月発効

（注） 本資料に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではない。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における一般的
な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の具体的な社会保険
料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の有無、我が国と当該相手国
との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点を総合的に考慮した上で優先度が高
いと判断される相手国から順次締結交渉を行うこととしている。今後とも、政府として
は、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していくこととしている。
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	 第2節	 公的年金の正確な業務運営

	1	 日本年金機構について
（1）日本年金機構の役割について
2010（平成22）年1月1日、旧社会保険庁が廃止され、政府が管掌する公的年金事業
の運営を担う非公務員型の公法人である日本年金機構が設立された。
日本年金機構は、厚生労働大臣の監督の下、国と密接な連携を図りながら公的年金事業
に関する業務運営を行うことにより、公的年金事業及び公的年金制度に対する国民の皆様
の信頼を確保し、もって国民生活の安定に寄与することを目的とし、2010年1月に厚生
労働省が定めた第1期中期目標（対象期間：2010年1月1日から2014（平成26）年3月
31日までの4年3か月間）並びに日本年金機構が策定した中期計画及び各年度の年度計
画に基づいて計画的に業務を行ってきた。2014年度からは、第2期中期目標（対象期
間：2014年4月1日から2019（平成31）年3月31日までの5年間）及び中期計画に基
づいて業務を実施している。
また、厚生労働大臣は事業年度ごとの業務の実績について、評価を行うこととなってお
り、日本年金機構の2012（平成24）年度の業務実績については、2013（平成25）年8
月に評価を行った。

（2）日本年金機構の取組み
日本年金機構においては、年金の適用、保険料の徴収、年金の給付、年金記録の管理、
年金相談という一連の業務を正確かつ確実に遂行するとともに、提供するサービスの質の
向上を図ることを基本的な役割としている（図表5-2-1、図表5-2-2）。
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図表5-2-1 国民年金の加入・徴収業務の流れ

加入などの手続き

資
格
取
得
届
作
成

書類送付

年金手帳※

納付書

保険料納入
※ 年金手帳が発行されるのは最初に加入したときです。

日
本
年
金
機
構

市
区
町
村

●自営業者など
 （第1号被保険者）
※サラリーマン、公務員など
 （第2号被保険者）、および
　サラリーマンなどの被扶養
　配偶者（第3号被保険者）
　以外

図表5-2-2 厚生年金保険・健康保険の加入・徴収業務の流れ

入社 ●新規適用届

●資格取得届

●納入告知書

●保険料納付保険料源泉徴収

●年金手帳※

（健康保険被保険者証）
●確認通知書
●年金手帳※

（健康保険被保険者証）

※ 年金手帳が発行されるのは最初に加入したときです。

※この業務の流れは協会
　けんぽ（全国健康保険協
　会）加入者の場合で、健
　康保険被保険者証は協
　会けんぽが発行します。

日
本
年
金
機
構

事
業
所

●サラリーマンなど
・厚生年金保険
・健康保険

日本年金機構の主な業務
年金の適用については、厚生年金保険等の適用を促進するため、適用される可能性のあ
る事業所を確実に把握するとともに、把握した事業所へ加入指導を行い、加入指導を複数
回実施しても加入に応じない場合には、立入検査の上、法令に基づく加入手続の実施に取
り組んでいる。
保険料の徴収については、2005（平成17）年度の67.1％から年々低下傾向にあった
国民年金保険料の現年度納付率の向上を図るため、市場化テストにより納付督励や免除等
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勧奨業務を受託する事業者との連携強化、強制徴収の徹底、口座振替の促進等保険料を納
めやすい環境づくりなど、保険料の収納対策の強化に取り組んだ結果、2012（平成24）
年度の現年度納付率は対前年度比で＋0.3ポイントの59.0％となり、2005年度以降7年
ぶりに上昇に転じ、2013（平成25）年度も、年度当初より対前年同期を上回る実績で推
移し、2014（平成26）年3月末現在の納付率は、対前年同期比＋2.0％の60.2％となり、
当面の目標であった60％台への回復を達成した。
年金の給付については、年金事務所などで請求書を受け付けてからお客様に年金証書が
届くまでの標準的な所要日数をサービススタンダードとして定め、その達成状況の改善に
向け取り組んでいる。特に改善が必要な障害厚生年金について、増員した審査体制を引き
続き維持し、迅速な年金の支払いに取り組んでいる。
年金相談については、年金事務所等における待ち時間の短縮や平日昼間に相談できない
方への相談時間の確保を図るため、毎週月曜日に年金相談の受付時間を延長し、毎月第2
土曜日に年金相談を実施するとともに、来訪者の相談内容に応じた相談窓口の設置、予約
制による年金相談、待ち時間が長い年金事務所に対する相談ブースの増設や相談要員の確
保等の個別対策などを実施している。
お客様の声を反映させる取組みとして、「ご意見箱」の設置、お客様の声に直に接する
年金事務所等の職員の意見をサービス改善に反映させる取組みや顧客満足度調査など、お
客　様目線に立った業務改善に向けた取組みを行っている。
さらに、地域、企業、教育の中で、年金制度の意義や内容の正しい理解を普及し、制度
加入や保険料納付に結び付けるため、年金事務所による大学等で説明会の開催や地域の関
係団体とも連携した周知・啓発活動の実施など、地域に根ざした活動に取り組んでいる。
また、日本年金機構の毎年度の事業実績、お客様サービス向上の取組み、予算・決算な
どの情報を分かりやすくお客様に提供するため、毎年、年次報告書（アニュアルレポー
ト）を作成しているところである。

（3）年金保険料の徴収体制強化等
2013（平成25）年8月に取りまとめられた「年金保険料の徴収体制強化等に関する論
点整理」を踏まえ、専門的観点から検討を進めるため、同年10月に社会保障審議会年金
部会の下に「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会」が設けられ、全6回にわ
たる審議を経て、同年12月に報告書がとりまとめられた。
上記報告書を踏まえ、実現に向けた予算措置や法制面の整備、残された課題の検討など
に着実に取組み、可能なものから速やかに実施に移すこととし、2014（平成26）年2月
14日に国会へ提出した政府管掌年金事業等の運営の改善等のための国民年金法等の一部
を改正する法律案（年金事業改善法案）に納付猶予制度対象者の拡大や保険料納付機会の
拡大等の措置を盛り込んだ。

（法律案に盛り込んだ事項の概要）
（ⅰ）納付猶予制度の対象者を、30歳未満の者から50歳未満の者に拡大する。
（ⅱ）大学等の学生納付特例事務法人について、学生から納付猶予の申請の委託を受け

た時点から、当該納付猶予を認める。
（ⅲ）現行の後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付することができる制度を
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創設する。
（ⅳ）保険料の全額免除について、指定民間事業者が被保険者からの申請を受託するこ

とができる制度を設ける。
（ⅴ）滞納した保険料等に係る延滞金の割合を軽減する。

また、予算措置として、2014（平成26）年度においては、これまでの取組みに加え、
控除後所得400万円以上かつ未納月数13月以上のすべての滞納者に督促を実施（督促状
を送付し、指定期限内の納付を促しても納付がない場合には、財産差押等の手続に入る。）
するなど収納対策の強化を図ることとしている。

	2	 年金記録問題への取組み

（1）	これまでの取組み
年金記録問題については、2007（平成19）年7月に年金業務刷新に関する政府・与党
連絡協議会で決定した「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立に
ついて」を踏まえ、日本年金機構と密接に連携しながら、様々な取組みを集中的に進めて
きた。
その結果、ご本人に記録を確認していただく「ねんきん特別便」等の送付により、約
5,095万件の未統合記録について、約3,012万件（2014（平成26）年3月現在）の記録
が解明された。また、2010（平成22）年10月から行っているコンピュータ上で管理し
ている年金記録の正確性を確認する「紙台帳とコンピュータ記録の突合せ」などの取組み
についても、2013年度末でほぼ終了した。
また、これまでの取組み内容を整理し、年金記録問題への対応に資する取組み（再発防
止策）の提言と、これまでの取組み内容の整理を行うため、2013（平成25）年3月に社
会保障審議会日本年金機構評価部会の下に「年金記録問題に関する特別委員会」が設けら
れ、全10回にわたる専門的な検討・整理を経て、2014（平成26）年1月に報告書がと
りまとめられた。
このようなこれまでの対応や提言を踏まえ、前述の年金事業改善法案において、年金記
録が誤っている場合の訂正請求手続の創設、事務処理誤りにより保険料納付ができなかっ
た者についての事後的救済手続の創設等を行うこととしたところである。

1基礎年金番号への記録の統合
国民一人ひとりにご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」がないかを確認していただく
ため、2007年12月から2008（平成20）年10月までに、全ての年金受給者及び現役加
入者約1億900万人に「ねんきん特別便」を送付した。
それと並行して、年金記録に記載された氏名が旧姓のままであったケースなどへのきめ
細かな対応、住民基本台帳ネットワークの活用、名寄せ作業の結果、未統合記録の持ち主
である可能性が高い方に対する電話や訪問等によるフォローアップ照会や市区町村のご協
力による記録調査などの様々な方法により、未統合記録の解明・統合作業を進めてきた。
また、「解明作業中又はなお解明を要する記録」については、結婚前の旧姓や勤務先の
名称など、ご本人から心当たりの記憶を申し出ていただくことが持ち主の発見につながる
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ことから、申出のきっかけとなるよう、年金記録の再確認を呼びかける「気になる年金記
録、再確認キャンペーン」を、地方公共団体や多くの団体（年金・医療・福祉・経済団
体・労働団体・金融関係団体等）のご協力もいただきながら、2013年1月から2014（平
成26）年3月にかけて実施した。
このような取組みの結果、2006（平成18）年6月に約5,095万件あった基礎年金番号
に未統合の記録は、2014年3月の時点で、約3,012万件が解明されている（統合済みの
記録：約1,771万件、死亡者等の記録：約1,241万件）。他方、約2,083万件が解明作業
中又はなお解明を要する記録となっており、後述の（2）1）「ご本人への働きかけ」のと
おり、引き続き必要な対応を行うこととしている（図表5-2-3）。

図表5-2-3 未解明記録5,095万件の解明状況

※端数処理の関係上、各項目の合計と未統合記録との間に差が生じる場合がある。

（1）基礎年金番号に統合済みの記録
1,771万件

（1）現在調査中の記録
　　（ご本人からの回答に基づき記録を調査中）

4万件

（2）名寄せ特別便等の対象となったが、未回答等の
　　ため持ち主が判明していない記録          843万件

（3）持ち主の手がかりが未だ得られて
　　 いない記録 921万件

（2）死亡者に関連する記録及び
　　年金受給に結び付かない記録

1,241万件

Ⅰ
〈解明された記録〉

3,012万件

Ⅱ
〈解明作業中又は

なお解明を
要する記録〉

2,083万件

① 死亡者に関連する記録            689万件
② 年金受給に結び付かない記録   552万件

（4） （1）～（3）の記録と同一人と思われる記録 314万件

人数ベース 1,382万人

受給者          716万人
被保険者等    666万人

・ご本人から未回答のもの                             312万件
・「自分のものではない」と回答のあったもの   192万件
・お知らせ便の未到達のもの                            52万件
・その他（注1）                                           287万件

～想定される例～                                                           
・死亡していると考えられるもの
・国外に転居していると考えられるもの
・届出誤り（誤った氏名・生年月日）により収録されたもの
・事情により別の氏名や別の生年月日で届出したもの

・
10
年
未
満
の
記
録
に
つ
い
て
も
黄
色
便

を
送
付
（
24
年
6
月
〜
）

・
特
別
便
、
定
期
便
が
未
到
達
の
方
に
対

し
て
直
近
の
住
基
情
報
と
突
合
の
上
、

再
送
付
（
24
年
2
月
〜
）

日
本
年
金
機
構
に
お
け
る
紙
台
帳
検
索
シ
ス
テ
ム
を
用

い
た
持
ち
主
検
索
作
業
（
23
年
8
月
〜
）

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
の
検
索
（
25
年
1
月
末
〜
）

〈平成26年3月時点〉

 （注2）

（注） 1. 「その他」は、「「訂正がある」との回答だったが、調査の結果ご本人のものではなかったもの」、「基礎年金番号の
ある記録と名寄せされたが、その記録が対象記録と期間重複があり特別便の対象からはずれたもの」、「黄色便の送
付対象として氏名等の補正を行ったが、基礎年金番号のある記録と名寄せされず、黄色便が送付されなかったも
の」等

2. （4）は、（1）～（3）の記録と氏名、生年月日、性別の3項目が一致した記録

2紙台帳等とコンピュータ記録の突合せ
「ねんきん特別便」等により、国民の方々から申出をいただくことで年金記録の回復を
進める取組みと並行して、紙台帳等とコンピュータ記録を突き合わせて、年金記録の「も
れ」や「誤り」を国の側で見つけ出して、国民の方々にお知らせするという取組みを実施
した。
具体的には、全国の年金事務所や市町村が保有している紙台帳等を電子画像データとし
て取り込んだ「紙台帳検索システム」を使用して、コンピュータ記録と本人の基礎年金番
号に結び付いた約6億件（7,900万人分）の紙台帳等を突き合わせ、記載内容の一致・不
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一致を確認する作業を行った。
突合せは、2010年10月より開始し、2013年度末で概ね作業を終えたところであり、
その結果、約189万人の方の年金が平均1.6万円（年額）増額となっている。2014（平
成26）年度は、突合せ作業の結果をお知らせしたお客様からの回答に基づき、記録の訂
正や年金の再裁定を進めている。

3厚生年金基金の加入員記録と国の被保険者記録との突合せ
厚生年金の一部を国に代わって支給する厚生年金基金の記録の適正性を確保する観点か
ら、2009（平成21）年3月より厚生年金基金及び企業年金連合会（以下「基金等」とい
う。）において保有する加入員記録（以下「基金記録」という。）について国の被保険者記
録（以下「国記録」という。）との突合せ作業を行い、記録の整備を行った。
この突合せ作業により、これまでに基金等の保有する記録については、約113万人の
記録が訂正された。
また、基金等における突合せ作業の結果、国記録と基金記録に不一致があるとして基金
等から調査依頼があったものについては、日本年金機構において、2010年から審査を行
い、国記録に漏れや誤りがあることが判明したものについて、約54万件の記録が訂正さ
れた。

4年金記録確認第三者委員会と年金事務所段階における記録回復基準
年金記録を確認した結果、その内容に異議のある方は、総務大臣（総務省に設置された
年金記録確認第三者委員会）に申立てを行い、第三者委員会が国民の立場に立って、年金
記録の訂正に関する公正な判断を行っており、同委員会の判断を踏まえ、総務大臣が厚生
労働大臣に対し年金記録の訂正に関する「あっせん」を行う仕組みが設けられている。こ
の「あっせん」が行われると、その判断を尊重のうえ記録が訂正され、年金額に反映され
る仕組みとなっている。
第三者委員会では、これまでに約24万1千件の申立てについて処理を行い、約11万件
の「あっせん」が行われている（2014年3月25日現在）。
また、年金記録を速やかに回復するため、一定の要件を満たす場合には、第三者委員会
に送付することなく、年金事務所段階で記録回復ができるよう、これまで回復基準を設定
してきたところであり、この回復基準により、これまで約2万3千件の記録回復が行われ
ている（2014年1月31日現在）。

（2）今後の取組みの方向性
今後は、前述の「年金記録問題に関する特別委員会」報告書における提言等も踏まえつ
つ、残る未解明記録の解明と正確な年金記録の管理に取り組んでいくこととしている。

1ご本人への働きかけ
上記報告書でも提言されているが、国が保有する各種記録や台帳の照合作業をおおむね
終えた現在、残されている約2,083万件の解明には、ご本人からの申出というアプローチ
が中心とならざるを得ないため、国民の方々から積極的に申出をしていただけるように、
・「ねんきん定期便」において、継続的に「加入期間や標準報酬月額に誤りがあると思
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われる方は年金事務所へご相談してほしい」旨の働きかけを行う。
・未解明記録は、今後裁定請求する方のものも多く含まれると考えられるため、裁定請
求前のターンアラウンド請求書（基礎年金番号などの基本項目、年金加入記録（会社
名、勤務期間）などが予め印字された請求書）において「加入期間に誤りがあると思
われる方は年金事務所へご相談してほしい」旨の働きかけを行う。
・年金記録の確認やいまだ持ち主が明らかでない記録の検索ができる「ねんきんネッ
ト」について、利用し易いよう、その機能等を充実する。また、「ねんきんネット」
のさらなる利用者の拡大や記録確認の推進を図るため、メディア媒体を活用した周知
などを行う（図表5-2-4）。
・ねんきん月間（毎年11月）などにおいて、公的年金の意義、役割について理解を深
めるとともに、ご自身の記録確認を働きかける。
・未解明記録は加入期間が短いものが多いと考えられるため、2015（平成27）年10
月に予定されている受給資格期間（年金を受けるために必要な加入期間）の短縮（25
年から10年に）に際し行う一般的又は個別的広報の中で、ご自身の記録確認を働き
かける。

などの対応を予定しており、国民の方々の協力をいただきながら、一人でも多くの方の記
録の回復につなげていけるよう取り組んでいく。

図表5-2-4 「ねんきんネット」持ち主不明記録検索

※過去に異なる氏名（旧姓等）や生年月日で届出をされた方、氏名に別の読み方がある方は、
その情報でも検索可能です。

持ち主が分からない年金加入記録について、「ねんきんネット」から、氏名・生年月日・
性別による検索を行えるサービスを平成25年1月より開始しています。

「持ち主不明記録検索」の概要

ご自宅など • 年金事務所 
• 街角の年金相談センター 

④ご本人の記録であるか、

確認いたしします。 

③ 年金事務所や、街角の年金

相談センターに、印刷した

検索情報を持参します。 

② 条件に一致した記録の有無が表示される 
ので、参考情報（※）を入力し、結果を印刷 
します。 
※厚生年金…当時のお勤め先名称を入力 

国民年金…当時の住所を入力 

①条件を入力して検索します。 
 氏名、生年月日、性別 

2「ご本人による確認」の推進
年金記録については、国（日本年金機構）側で正確に管理すべきであるが、ご本人自身
にも確認いただき、なるべく早い時点で記録の「もれ」や「誤り」を申し出ていただくこ
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とも重要である。
そのため、2009（平成21）年4月から毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」
によって、国民年金・厚生年金の全ての現役加入者の方に対し、年金加入期間、年金見込
額、保険料納付額の他、最近の月別状況として直近1年間の国民年金の納付状況や厚生年
金保険の標準報酬月額等お知らせするとともに、更に35歳、45歳、59歳といった節目
年齢の方には全ての加入記録のお知らせを行い、ご本人に年金記録をチェックしていただ
いている。
さらに、2011（平成23）年2月から、年金受給者や加入者がご自身の年金記録をイン
ターネットを通じていつでも手軽に確認できる「ねんきんネット」サービス＊7を実施して
いる。
このサービスでは、24時間いつでも年金記録を確認できるだけでなく、記録の「もれ」
や「誤り」を見つけやすいよう、年金に加入していない期間や標準報酬月額の大きな変動
など、確認すべきポイントについてわかりやすく表示されている（図表5-2-5）。
また、自宅でパソコンが使えない方には、年金事務所や一部の市区町村及び郵便局の窓
口において、「ねんきんネット」の年金記録画面を印刷交付しているほか、コールセン
ターへ請求していただくことにより郵送するサービスも行っている。

図表5-2-5 「ねんきんネット」のイメージ図

「ねんきんネット」では、ご自身の年金記録が確認できるほか、持ち主がわからない年
金記録についても「ねんきんネット」上で検索して該当記録の有無を確認できる仕組みな
ど、段階的に機能を追加している。さらに加入履歴や納めた保険料、年金見込額などを一
覧形式で確認できる機能や、利用者が多く身近なスマートフォンなどにも対応するなど、
サービスの拡充を図ることで「ねんきんネット」サービスを利用しやすくする取組みを進
めている。（図表5-2-6）。

＊7	 「ねんきんネット」の利用登録やサービスの詳細を紹介したホームページ
	 日本年金機構　http://www.nenkin.go.jp/n_net/
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図表5-2-6 「ねんきんネット」で利用できる主なサービス

「ねんきんネット」で利用できる主なサービス

◦　年金加入記録の照会
◦　年金見込額の試算
◦　電子版ねんきん定期便の確認
◦　年金の支払いに関する通知書の確認
◦　持ち主不明記録の検索
◦　年金請求書などの作成支援

その結果、「ねんきんネット」のユーザID取得者は約280万人（2014年3月末現在）
となっており、今後も一層の普及に努めていくこととしている（図表5-2-7）。

＊8

図表5-2-7 「ねんきんネット」の利用までの流れ

④

 

⑤受信したメールに記載のアド
　レスで、ユーザIDを即時取得  ⑤’郵送されたユーザIDを取得  

いいえ  はい  

アクセスキー＊1を持っている？  
 ＊1「ねんきん定期便」などに記載の17桁の番号（有効期限は、３か月）  

①日本年金機構のホームページ（http://www.nenkin.go.jp/）
　から「ねんきんネット」を選択

  
 

②「新規ご利用登録」をクリック  

③「ご利用登録（アクセスキーを
　お持ちの方）」をクリック

 
 

③’「ご利用登録（アクセスキーを
　  お持ちでない方）」をクリック

（５日程度） 

④’基礎年金番号、住所などを
　  入力して申込み  

④アクセスキー、基礎年金番号、
　メールアドレスなどを入力し
　て申込み 

①  

②  

③  ③’ 

④’ 

ユーザID
確認用URL

ユーザIDの
お知らせ

（５日程度） 

「ねんきんネット」を利用するには、まずは「登録」が必要。
アクセスキー＊8があれば、登録申請後すぐにユーザIDが発行される。アクセスキーが無くとも、登録申請から5日ほどで
ユーザIDが郵送され、「ねんきんネット」が利用できる。

3年金記録の訂正手続の創設
年金記録問題へのこれまでの対応や2013年12月にとりまとめられた「年金個人情報
の適正な管理のあり方に関する専門委員会」での提言も踏まえ、年金制度における恒常的
な手続として、年金記録が誤っている場合に被保険者等が訂正請求できる手続を新たに創
設することとし、年金事業改善法案に盛り込んだところである。
具体的には、年金記録の訂正の請求権を被保険者等に付与することとし、民間有識者か
らなる合議体の審議に基づき、厚生労働大臣が訂正又は不訂正の決定を行い、決定に不服
＊8	 「ねんきんネット」サービスを利用するためのユーザIDを即時に取得できる17桁の数字
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がある場合は、不服申立手続や司法手続にも移行可能となる訂正手続を整備することとし
ている（図表5-2-8）。

図表5-2-8 年金記録の訂正手続の仕組み

司
法
手
続
へ

（
裁
判
所
）

事
業
主
・

関
係
者
・

関
係
機
関
等

請

求

者

（
被
保
険
者
・
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
）

厚

生

労

働

大

臣

民間有識者
からなる合議体
（地方）

社会保障審議会
（分科会）

大
臣
が
策
定
す
る
基
本
方
針

（
審
査
基
準
等
）

⑨
訴訟提起

・不服申立て
前置ではない

⑧裁決

⑦行政不服審査法に基づく審査請求

⑥訂正・不訂正決定通知

①訂正請求（年金事務所で受付）

②調査

④諮問

諮問

⑤答申

答申

審査基準等
③報告

・訂正の可否の
決定に係る調
査・審議

・基本方針（審
査基準等）の
作成

・事案報告を踏
まえた事例の
分析

（※）

※厚生労働大臣の訂正決定の権限を地方厚生局長に委任

4事務処理誤りの防止
日本年金機構における事務処理の正確性を確保するため、①事務処理誤りの未然防止や
再発防止の取組みを推進するとともに、②2014（平成26）年1月にとりまとめられた
「年金記録問題に関する特別委員会報告書」での提言も踏まえ、年金事業改善法案におい
て、国民年金制度における恒常的な手続として、事務処理誤りにより保険料納付ができな
かった者について事後的是正のための手続を新たに創設することとした。
具体的には、①日本年金機構において事務処理誤りの撲滅に向けて、「事務処理誤り再
発総合防止策」を策定し、マニュアルを整備するほか、受付進捗管理システム等を構築す
る。②国民年金制度における事務処理誤りの事後的是正のため、事務処理誤りにより国民
年金保険料の納付の機会を逸したと認められる場合について、事後的に保険料の納付を可
能とし将来に向けて年金額も改定する手続を整備することとしている。

5基礎年金番号の整備と重複付番対策
1997（平成9）年に導入された基礎年金番号により、1人に1個の基礎年金番号が付さ
れることとなり、その人の年金記録は、この基礎年金番号の下に、すべて網羅的に把握さ
れることなったが、この番号が1人に2個以上付されている（重複付番）場合、正確で迅
速な年金相談や年金裁定などに支障をきたすことになる。
そのため、現に重複付番されている人については、まず、氏名・生年月日・性別及び住
所の4項目が一致する基礎年金番号が存在する場合、本人確認を行い、基礎年金番号の統
合を行っている。さらに氏名・生年月日・性別の3項目が一致する基礎年金番号が存在す
る場合について、2012（平成24）年度においては受給者を中心に、2013年度において
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は被保険者を中心に、「年金履歴の確認のお願い」を送付して本人確認を行い重複付番の
解消を行っている。
なお、2013年4月からは、資格取得届に基礎年金番号の記載がなく、かつ、氏名・生
年月日・性別が一致する基礎年金番号が別に存在する場合には、「仮基礎年金番号」を付
番し、被保険者などに対して、保有する基礎年金番号の確認を継続的に行うことにより、
基礎年金番号への統合を図っている。
今後も、上記取組みを継続するとともに、厚生年金保険の資格取得時に、事業主による
本人確認が行われるまで処理を保留するなど、本人確認を徹底し、重複付番の解消及び発
生防止に取り組んでいくこととしている。

6事業主・自治体からの届出電子化の促進
年金記録問題の発生原因の一つに、届出などの紙ベースの情報を電子化する際の入力誤
りがあげられるため、事業主や市町村で電子化された情報を、そのまま日本年金機構側で
利用できるように届出の電子化を進めている。
具体的には、（ⅰ）利用者側に対する届書の電子化の促進を図るとともに、（ⅱ）日本年
金機構側では電子化に向けた業務プロセスの改善（ペーパーレス化）を図っていくことと
している。
（ⅰ）利用者側への届書の電子化の促進策
・事業主などへの利用勧奨のお知らせ（2012年度から実施）
・電子申請の添付書類の画像ファイル化と添付容量の拡大（2012年度実施）
・市町村が報告する国民年金関係届の電子媒体化の実施（2013年度実施）
・電子媒体申請（事業主用）の対象届書の拡大（2013年度実施）
・電子申請のデータ容量拡大とファイル形式の追加（2014年度実施予定）
・電子申請の対象届書の拡大（2014年度実施予定）

（ⅱ）日本年金機構側の業務プロセスの改善策
・電子媒体届書のシステムチェック機能の強化（2013年度実施）
・電子申請データの自動引継ぎ機能の改善（2014年度実施予定）
・電子申請の事務処理工程の簡素化（2014年度実施予定）

7厚生年金基金への情報提供
厚生年金基金の加入員記録と国の被保険者記録との突合せの状況を踏まえ、基金記録と
国記録の不一致の発生を防止するため、国の保有する基金加入員の記録に関する情報（具
体的には、日本年金機構に事業主から提出された届書などに基づく記録の変更分の情報）
を、定期的に厚生年金基金に提供する仕組みを構築し、2014年度に作業を開始する方向
で準備を進めている（図表5-2-9）。
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図表5-2-9 基金へ定期的に情報提供する仕組み

現行の事務処理

日本年金機構 厚生年金基金

事業主

①届出を提出 ①’届出を提出

②届出の
　結果を通知

③通知の
　事項を届出

不一致再発防止策（案）

事業主

日本年金機構 厚生年金基金

②届出の
　結果を通知

③通知の
　事項を
　届出せず

①届出を提出 ①’届出を
　 提出せず

④情報提供
　・資格取得情報
　・賞与支払情報等

⑤届出内容の
　確認及び
　届出の督促

【例】資格取得届の情報が提供された場合（④）、基金において事
実確認をしたところ、届出漏れが判明。基金は事業主に対
し資格取得届の提出を督促（⑤）

8その他
記録問題の再発防止策としては、上述の（2）の2）4）5）6）の他、「法制度の改正に
関するフォローと今後の改正への対応」、「文書保存の合理化」、「受付進捗管理システム・
お客様対応業務システムなどの効果的活用」、「受給待機者への対応」、「年金機構のシステ
ム面の再構築」などがあり、これらについても適切に対応していくこととしている。
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